
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

第３期飯田市中心市街地活性化基本計画計画区域においてご協力いただいてきた酒類

の提供を行う飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請は、１月 31 日をもって予定ど

おり終了します。なお、飯田市に対する「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」は当面継続

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

１ 経緯 

南信州圏域における感染のさらなる拡大が全県の医療提供体制に大きな影響を及

ぼすおそれがあったことから、飲食店における集団的な感染の発生が認められるな

ど、とりわけ感染の拡大が顕著な飯田市について、１月 16日に感染警戒レベルを５

に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出しました。 

特別警報Ⅱ発出に伴う対策の強化として、飯田市の一部区域における酒類の提供

を行う飲食店等に対して営業時間の短縮等の要請を行いました。 

 

２ 営業時間短縮等の要請の終了及び特別警報Ⅱの継続 

飯田市においては、特別警報Ⅱの発出後、飲食店における新たな集団発生が確認さ

れていないことから、一部区域においてご協力いただいてきた酒類の提供を行う飲

食店等に対する営業時間の短縮等の要請は、１月 31日をもって予定どおり終了しま

す。 

この間、県の要請にご協力いただいた第３期飯田市中心市街地活性化基本計画計

画区域の事業者の皆様に心から感謝申し上げます。 

なお、飯田市における直近１週間（１月 23 日～29 日）の人口 10 万人当たり新規

陽性者数は 25.77人（陽性者数 25人）と、感染状況は未だ落ち着きを見せていない

ことから、飯田市に対する特別警報Ⅱは当面継続します。 
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 飯田市の一部区域における酒類の提供を行う飲食店等 

に対する営業時間の短縮等の要請を終了します 
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